
　　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
長
寿

医
療
制
度
）
の
被
保
険
者
の
皆
さ

ん
に
は
、
平
成
19
年
中
の
所
得
に

基
づ
い
て
本
算
定
し
た
「
平
成
20

年
度
の
保
険
料
額
」
を
、
７
月
中

旬
に
通
知
し
ま
す
。

■
普
通
徴
収
の
方
へ

　

年
額
18
万
円
未
満
の
年
金
を
受

給
し
て
い
る
方
、
介
護
保
険
料
と

合
算
し
た
保
険
料
額
が
年
金
額
の

２
分
の
１
を
超
え
る
方
は
、
原
則

と
し
て
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
保

険
料
を
納
付
す
る
「
普
通
徴
収
」

と
な
り
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
方
に
は
、
７
月
中

旬
に
賦
課
決
定
通
知
書
・
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

納
期
は
７
月
か
ら
２
月
ま
で
の

８
期
で
す
。
各
月
末
が
納
期
限
と

な
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融

機
関
等
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
特
別
徴
収
の
方
へ

　

年
額
18
万
円
以
上
の
年
金
を
受

給
し
、
介
護
保
険
料
と
合
算
し
た

保
険
料
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

以
下
の
方
は
、
原
則
と
し
て
年
金

か
ら
保
険
料
を
天
引
き
す
る
「
特

別
徴
収
」
と
な
り
ま
す
。

　

４
月
・
６
月
・
８
月
の
年
金
か

ら
天
引
き
の
保
険
料
は
、
平
成
18

年
中
の
所
得
に
基
づ
い
て
計
算
し

た
額
（
仮
徴
収
額
）
を
天
引
き
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

10
月
・
12
月
・
２
月
の
年
金
か

ら
天
引
き
す
る
保
険
料
は
、
７
月

中
旬
に
通
知
す
る
本
算
定
で
決
定

し
た
保
険
料
額
か
ら
仮
徴
収
額
を

差
し
引
い
た
残
額
と
な
り
ま
す
。

　

仮
徴
収
額
が
本
算
定
で
決
定
し

た
額
を
上
回
る
場
合
は
、
そ
の
差

額
を
還
付
し
ま
す
。

■
普
通
・
特
別
徴
収
併
用
の
方
へ

　

特
別
徴
収
に
該
当
す
る
方
で
、

制
度
開
始
直
前
に
社
会
保
険
の
加

入
者
本
人
で
あ
っ
た
場
合
な
ど
、

今
年
度
の
仮
徴
収
の
対
象
と
な
ら

な
か
っ
た
方
に
つ
い
て
は
、
１
回

ご
と
の
天
引
き
額
が
高
額
に
な
る

た
め
、
今
年
度
に
限
り
保
険
料
額

の
約
半
分
を
７
月
・
８
月
・
９
月

で
普
通
徴
収
し
、
残
り
を
10
月
・

12
月
・
２
月
の
年
金
か
ら
天
引
き

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
新
た
に
被
保
険
者
と
な
る
方
へ

　

今
年
度
中
に
75
歳
に
な
る
な
ど

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
に
な
る
方
は
、
月
割
り

で
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
額
や
納
付
の
時
期
、

方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
個
別
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
軽
減
措
置

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
資
格
を
得
る
直
前
に
、
被
用

者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

は
、
資
格
取
得
後
２
年
間
は
保
険

料
の
均
等
割
額
の
５
割
が
軽
減
さ

れ
、
所
得
割
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

さ
ら
に
今
年
度
は
、
９
月
ま
で

の
負
担
凍
結
と
、
10
月
か
ら
３
月

ま
で
は
９
割
の
軽
減
措
置
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
件
に
つ
い
て
、
不
明

な
点
が
あ
る
方
は
、
国
保
医
療
課

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

　

現
在
（
6
月
13
日
時
点
）、
政

府
が
追
加
軽
減
措
置
な
ど
を
検
討

し
て
い
る
た
め
、
今
回
お
知
ら
せ

し
た
内
容
は
、
変
更
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ　

市
庁
舎
本
館
国
保
医

療
課　

医
療
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
２

　

満
70
歳
に
な
ら
れ
た
方
（
一
定

の
障
害
が
あ
り
、
す
で
に
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
該
当
し
て
い
る

方
を
除
く
）
は
、
75
歳
に
な
っ
て

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
切
り
替

わ
る
ま
で
は
「
前
期
高
齢
者
」
と

し
て
扱
わ
れ
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
と
同
様
の
自
己
負
担
割
合
で

受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

前
期
高
齢
者
は
、
満
70
歳
と
な

る
誕
生
月
の
翌
月
１
日
（
１
日
生

ま
れ
の
方
は
誕
生
月
の
１
日
）
か

ら
適
用
さ
れ
、
前
年
の
所
得
に
応

じ
て
医
療
機
関
で
の
一
部
負
担
割

合
が
１
割
か
３
割
に
な
り
ま
す
。

　

す
で
に
前
期
高
齢
者
に
な
っ
て

い
る
方
は
、
毎
年
７
月
に
前
年
の

所
得
に
応
じ
て
判
定
を
行
い
、
一

部
負
担
割
合
を
決
定
し
ま
す
。

　

一
部
負
担
割
合
が
３
割
と
な
る

方
（
現
役
並
み
所
得
者
）
は
、
同

一
世
帯
に
課
税
所
得
額
が
１
４
５

万
円
以
上
あ
る
、
70
歳
以
上
の
国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
１
人

で
も
い
る
世
帯
の
方
で
す
。

　

た
だ
し
、
現
役
並
み
所
得
者
の

基
準
に
該
当
す
る
方
で
も
、
収
入

額
の
合
計
が
一
定
額
（
高
齢
者
複

数
世
帯
は
５
２
０
万
円
、
高
齢
者

単
身
世
帯
は
３
８
３
万
円
）
未
満

の
方
は
、
一
部
負
担
割
合
が
１
割

と
な
り
ま
す
の
で
、
担
当
課
で
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

国
保
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
４
４
７

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
生
活
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
方
の
医
療
機
関
で
の
一

部
負
担
割
合
も
毎
年
７
月
に
前
年

の
所
得
に
応
じ
て
判
定
を
行
い
、

１
割
か
３
割
か
を
決
定
し
ま
す
。

　

現
在
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
平
成
21
年
７
月
31
日
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
所
得
判
定
に
よ
っ

て
一
部
負
担
割
合
に
変
更
が
生
じ

た
方
に
は
、
８
月
に
新
た
な
被
保

険
者
証
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

　

一
部
負
担
割
合
が
３
割
と
な
る

方
は
、
課
税
所
得
額
が
１
４
５
万

円
以
上
あ
る
方
と
、
同
一
世
帯
に

属
す
る
後
期
高
齢
者
で
す
。

　

た
だ
し
前
年
中
に
お
い
て
、
収

入
額
が
３
８
３
万
円
未
満
の
方
、

も
し
く
は
同
一
世
帯
の
70
～
74
歳

の
方
を
含
め
た
収
入
額
の
合
計
が

５
２
０
万
円
未
満
の
方
は
、
自
己

負
担
限
度
額
が
一
般
扱
い
と
な
り

ま
す
の
で
、
担
当
課
で
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

○
市
庁
舎
本
館
国
保
医
療
課

　

医
療
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
２

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
保
険
係
（
東
予
）

　

市
民
生
活
係
（
丹
原
・
小
松
）

本
算
定
し
た
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
「
平
成
20
年
度
の
保
険

料
額
」
を
通
知
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
前
期
高
齢
者
の

診
療
に
お
け
る
一
部
負
担
割
合

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

診
療
に
お
け
る
一
部
負
担
割
合
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